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は
じ
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はじめに�

ユニバーサルデザインの考え方�1

車いすを利用する人，子ども連れの人，オスト
メイト（人工肛門，人工膀胱を利用している人）
など，多くの人が利用しやすい設備と広さを備
えたトイレです。

牛乳であることや，開け
口の方向を示すための切
れ込みがあります。

目の不自由な人のために
付けられたシャンプー容
器のギザギザは，目を閉
じて洗髪する人にとって
も，さわるだけでリンス
と区別できるものです。

（シャンプー）（リンス）
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ひと目見てわかる絵文字のサインは，感覚　
的にわかるので，子どもや外国人にもすぐ
に理解できるものです。
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本市におけるこれまでの取組�2

1

2
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京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針策定の趣旨�3

1
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は
じ
め
に�

第1章�みやこユニバーサル�
デザインとは�

第3章�分野別の施策の方向と�
取組事例�

第2章�推進指針の基本的�
考え方�

第4章�推進体制�

社会的背景�

みやこユニバーサルデザインで目指す社会�

みやこユニバーサルデザイン推進の基本理念�

各主体の責務や役割，相互の協力�

１　普及推進�

２　まちづくり（公共建築物・
　　建築物，公共交通機関・施
　　設，道路，公園など憩いの
　　空間，住宅）�

３　ものづくり�

４　情報づくり�

５　サービスづくり�

１　事業者，市民，団体との連携�
２　審議会の設置，運営�
３　庁内プロジェクトの設置，運
　　営�
４　指針の進行管理，評価�
５　今後の取組の方向性�

基本目標�

推進のための視点�

基本原則�

留  意  点�

参考資料�

●ユニバーサルデザイン７原則について�
●推進指針の策定経過�
●みやこユニバーサルデザイン審議会委員名簿�
●用語集�

みやこユニバーサルデザイン推進指針の構成�
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みやこユニバーサルデザインとは�第1章�

社会的背景�1
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みやこユニバーサルデザインで目指す社会�2
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みやこユニバーサルデザイン推進の基本理念�3
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各主体の責務や役割，相互の協力�4
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みやこユニバーサルデザイン推進指針の基本的考え方�第2章�

基本目標�
「京都の豊かな蓄積を資源として，国際社会の取組との協調を�
図り，すべての人が個人として尊重され，その能力を最大限に�
発揮できる，活力に満ちた社会の実現」�
�

1

基本原則�
「交流と協働による暮らしづくり」�

2
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推進のための視点�3
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4

留意点�4
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F

（コイン投入口が受け皿になっていて，
一度に入れられる。ドリンクの押しボタンが低い位
置にもある。）
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分野別の施策の方向と取組事例�第3章�

みやこユニバーサルデザインの普及推進�1

1

2
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3

講演会や講義風景
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すべての人が暮らしやすいまちづくり�2

駅舎，交通機関，駅前広場，周
辺の道路，建物などを移動しや
すいよう，連続性，一体性を持
たせたまちのイメージ図
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2-1 公共建築物・建築物�

1
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2-2 公共交通機関・施設�

1

2



28

第
３
章�

3



29

第
３
章�



30

第
３
章�

2-3 道　路�
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2-4 公園など憩いの空間�
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3

車いすやベビーカーは通れる入口，
園内のフラットな通行路，スロープ，
車いすも近付きやすい花壇，立ち上
がりに便利なベンチの手すり
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2-5 住　宅�
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2
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すべての人のためのものづくり�3
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すべての人のための情報づくり�
�
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すべての人のためのサービスづくり�
�
�
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推進体制�第4章�

事業者，市民，各種団体などとの連携�1

みやこユニバーサルデザイン審議会の設置，運営�
�

2

庁内推進プロジェクト体制の設置，運営�
�

3

推進指針の進行管理，評価�
�

4



46

第
４
章�

みやこユニバーサルデザイン推進に向けた今後の取組の方向性�5

平成18年�
　　～20年�

平成21年�
　　～23年�

平成24年以降� 取組の継続�

各主体の取組充実�

普及推進�

期　　間� 重点的取組項目� 概　　　　　　要�

主としてみやこユニバーサルデザイ
ンの考え方の普及推進に取り組み，
各主体の主体的な取組へのきっかけ
づくりを進める期間�

みやこユニバーサルデザインの考え
方が一定定着し，各主体の主体的な
取組が一層進められる期間�

各主体の主体的な取組が継続的に進
められる期間�

京都の豊かな蓄積を資源として，国際社会の取組との
協調を図り，すべての人が個人として尊重され，その
能力を最大限に発揮できる，活力に満ちた社会の実現�

観光旅行者その他の滞在者� 事　業　者�

京都市みやこユニバーサル�
デザイン審議会�

大学，研究機関�

提言・提案�

共に実践�

京　都　市�

市　　民�

（市民，ＮＰＯ，各種団体，ボランティアなど）�

調査・研究�

交流と協働�
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ユニバーサルデザイン7原則について�1

原則 1 誰にでも公平に利用できること�

原則 2 使う上での自由度が高いこと�
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原則 3 簡単で直感的にわかる使用方法となっていること�

原則 4 必要な情報がすぐに理解できること�

原則 5 うっかりエラーや危険につながらないデザインであること�
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原則 6 無理な姿勢や強い力なしで楽に使用できること�

原則 7 アクセスしやすい空間と大きさがあること�
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みやこユニバーサルデザイン推進指針の策定経過�2

平成17年�
4月1日�

みやこユニバーサルデザイン推進条例施行�
�
第1回みやこユニバーサルデザイン推進プロジェクトチーム
会議�
�　・平成17年度の取組について�

第１回みやこユニバーサルデザイン審議会�
�　・みやこユニバーサルデザイン推進指針の策定について�
�　・「基本目標」，「基本原則」，「視点」について�
�　・4つの部会の設置，部会委員の公募について�

第2回みやこユニバーサルデザイン推進プロジェクトチーム
会議�
�　・4つの部会の設置，部会への参加依頼について�

第1回まちづくり部会（公園・道路）�
�　・公園やオープンスペースを考えるに当たって（話題提供）�
�　・安全で快適なみちづくりを考えるに当たって（話題提供）�
�　・ワークショップ�

第1回情報・サービス部会�
�　・ワークショップ�

第1回ものづくり部会�
�　・オムロンヘルスケアの取組について（話題提供）�
�　・京都市のものづくり支援の取組について（話題提供）�
�　・ワークショップ�

第1回普及・推進部会�
�　・ホームページを活用した普及推進について（話題提供）�
�　・ワークショップ�

第2回情報・サービス部会�
　�・他自治体の指針の事例について�
　�・ワークショップ�

第2回まちづくり部会（交通，旅客施設等）�
�　・他自治体の指針の事例について�
�　・放置自転車対策について（話題提供）�
　�・交通バリアフリー法の取組について（話題提供）�
�　・ワークショップ�

4月18日�

5月13日�

6月13日�

6月20日�

6月30日�

7月6日�

7月8日�

7月14日�

7月19日�

開 催 日� 内　　　　　　　　　　容�
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第2回ものづくり部会�
　・他自治体の指針の事例について�
　・ワークショップ�

第3回まちづくり部会（建築物，住宅その他）�
　・建築物のユニバーサルデザインについて（話題提供）�
　・京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例な
　　どについて（話題提供）�
　・ワークショップ�

第3回ものづくり部会�
　・コクヨのユニバーサルデザイン取組について（話題提供）�
　・ワークショップ�

第3回情報・サービス部会�
　・ワークショップ�

第2回普及・推進部会�
　・各部会での普及・推進に関する項目について�
　・ワークショップ�

みやこユニバーサルデザイン審議会部会長会議�
　・部会意見のとりまとめ，中間報告について�

第3回みやこユニバーサルデザイン推進プロジェクトチーム
会議�
　・部会の開催状況，中間報告について�

第2回みやこユニバーサルデザイン審議会�
　・部会の開催状況，中間報告について�

中間報告に対するパブリック・コメント実施（～11月7日）�

第4回みやこユニバーサルデザイン推進プロジェクトチーム
会議�
　・みやこユニバーサルデザイン推進指針（案）意見照会�

第3回みやこユニバーサルデザイン審議会�
　・みやこユニバーサルデザイン推進指針（案）について�

7月27日�

8月25日�

9月8日�

9月20日�

9月26日�

10月14日�

11月15日�

12月14日�

開 催 日� 内　　　　　　　　　　容�

8月1日�

10月21日�

＊みやこユニバーサルデザイン推進プロジェクトチーム�
　　みやこユニバーサルデザインの推進に関する施策を総合的に実施するため，京�
　都市の全庁横断的な組織として，各局等関係職員で構成するチーム�
＊みやこユニバーサルデザイン審議会�
　　みやこユニバーサルデザインの推進に関して調査，審議するとともに，市長に
　対し意見を述べるため，京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例の規定に基
　づき設置。学識経験者その他の委員25人以内をもって組織する。�

8月11日�
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みやこユニバーサルデザイン審議会委員名簿�3

おこしやす京都委員会�
京都経済同友会�
京都外国語専門学校講師�
国際ソロプチミスト京都�
京都府建築士会�
オムロンヘルスケア商品事業統括部�
京都商工会議所�
京都市聴覚言語障害センター所長�
京都弁護士会�
京都造形芸術大学教授�
京都府視覚障害者協会副会長�
京都府建設業協会�
京都市身体障害児者父母の会連合会理事�
京都ＹＷＣＡ副会長�
京都手をつなぐ育成会副会長�
車いすと仲間の会代表�
京都放送経営企画本部プロデューサー�
京都市精神障害者家族会連絡協議会副会長�
京都新聞社会福祉事業団常務理事・事務局長�
花園大学助教授�
京都地方労働組合総評議会常任幹事�
佛教大学名誉教授�
京都市社会福祉審議会市民公募委員�
京都工芸繊維大学助教授�
京都市児童館学童連盟会長�
公募部会委員�
公募部会委員�
公募部会委員�
公募部会委員�

氏　　名� 役 　 職 　 名 　 等 �

岩井　一路
宇津　光代�
�
柏井　郁子�
栗山　裕子�
小池　　禎�
小泉光太郎�
柴田　浩志�
新谷　正敏�
曽和　治好�
田尻　　彰�
田丸　政則�
土田　文子�
坪野えり子�
富永　順子�
長橋　榮一�
長谷川和子�
林　眞智子�
平田　孝之�
福富　昌城�
前田　鉄雄�
水谷　幸正�
村上　悦子�
森本　一成�
山手　重信�
浦本　和典�
奥村　沙代�
松島　景子�
森　　康幸�

◎�

○�

ENI SRI BUDILESTARI

（敬称略：あいうえお順，◎印は会長，○印は副会長）�
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用　語　集�4
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京都市保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課�
〒604-8571�
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地�
TEL（075）222-3366　FAX（075）222-3386�
�

京都市みやこユニバーサルデザイン推進指針�
～あなたから始まる，すべての人にやさしい京都～�

平成18（2006）年2月発行�
京都市印刷物 第173177号�
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古紙配合率100％の再生紙を使用しています。�


